
 
  
 
 
 

令和３年度群馬県食品衛生監視指導計画 
 
 令和３年度の群馬県食品衛生監視指導計画を策定しましたのでお知らせします。 

 この計画は、食品衛生法に基づき、県内食品等事業者の監視指導や流通食品の検査等を

効率的に行うことを目的に毎年度策定しているものです。 

 県では、中核市の前橋市及び高崎市と緊密な連携を図りながら、次の項目を重点的・優

先的施策とし、食品の安全性確保に取り組みます。  
 
◆令和３年度計画のポイント 
 
①ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化については、令和３年５月末の経過措置期間終了

まで制度の周知及び導入支援を実施します。経過措置期間終了後は、ＨＡＣＣＰに沿っ

た衛生管理の実施状況の確認・指導等を行います。 

②令和４年３月末に加工食品の原料原産地表示への経過措置期間が終了すること等から、

食品表示監視指導の強化を図ります。 

 

◆重点的・優先的施策（主な項目） 

１ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入支援及び実施状況の確認・指導 

経過措置期間終了まで、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の周知及び導入支援に努めます。経

過措置期間終了後は、食品等事業者が作成した衛生管理計画及び手順書の確認を行うととも

に、適切に作成できるよう指導します。 

 

２ 食中毒未然防止対策の強化  
県内及び全国の食中毒発生状況を踏まえ、ノロウイルス、カンピロバクター、アニサ

キス、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌、自然毒を中心に発生防止対策を強化します。 

また、広域食中毒に迅速に対応するため、感染症を含めた情報について群馬県広域食

中毒・感染症連携会議を通じて中核市と情報共有を図ります。 

 
３ 輸入食品対策  

依然として消費者の関心が高い輸入食品について、引き続き県内流通品（加工食品を

含む。）の安全性を確認するため、残留農薬や食品添加物等の検査を行います。  
 

４ 食物アレルギー対策  
アレルゲンによる食品事故を未然に防ぐため、食品製造工程におけるコンタミネーシ

ョン防止指導及び流通食品のアレルゲン検査を実施します。 
 
５ 食品表示の信頼確保  

食品表示関係法令に基づく食品表示監視指導の強化を図るとともに、事業者に対し、

食品表示関係の情報提供を行います。  
 
◆ 適用区域  
 前橋市及び高崎市を除く県内全域。  
 ただし、「不当景品類及び不当表示防止法」及び「米穀等の取引等に係る情報の記録

及び産地情報の伝達に関する法律」（米トレーサビリティ法）に関することは県内全域。 
 

◆  計画公開ホームページアドレス：http://www.pref.gunma.jp/05/by01_00353.html 

令 和 ３ 年 ３ 月 １ ２ 日  
健康福祉部食品・生活衛生課 
食品衛生係 
内線：２４５２ 


